
海津市長　　横　川　真　澄　

１.一般競争入札に付する事項

（1） 発注部署 総務企画部総務課

（2） 仕様書番号 総委第４号

（3） 業務名 海津市庶務管理システム構築委託業務

（4） 施行場所 海津市役所内

（5） 施行期間 契約日から令和９年１月３１日まで

（6） 概要 勤怠管理、明細照会、各種手当申請、出退勤管理、出張旅費申請、電子承認、年
末調整申請、会計年度任用職員管理（実績管理、年調申告、明細照会）等の機能
を有する庶務管理システムを構築・導入する業務。

（7） 予定価格
（税込み価格）

事後公表

（8） 仕様書等 海津市ホームページに掲載

（9） 現場説明会 無

（10）質問受付期間 令和８年４月１５日（水）午前９時から
令和８年４月１６日（木）正午まで

（11）質問受付場所 総務企画部総務課
電子メール　somu@city.kaizu.lg.jp
ＦＡＸ番号　０５８４－５３－２１７０
※仕様書番号、物品名、ＦＡＸ番号を明記のこと。

（12）質問回答 令和８年４月１７日（金）  午後４時までに
参加者全員にFAXにて回答

（13）入札日時 令和８年４月２２日（水）
※入札時間は、令和８年４月１６日に入札参加資格の確認結果のＦＡＸにて連絡
※落札者がいない場合は再度入札を行う。

（14）入（開）札場所 海津市役所　東館４階　４－１会議室

公　　　告

　一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令第１６７条の６第１項の規定
により公告します。

令和８年４月９日



２.入札参加に必要な資格に関する事項

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

３.入札参加申請等

（1） 入札参加申請受付 参加申請書(海津市ホームページに掲載)
受付期間 令和８年４月１３日(月)　午前９時から
受付期間 令和８年４月１５日(水)　午後４時まで

（2） 入札参加申込方法 総務企画部財政課ヘメール又はFAX送信(郵送不可)
　　電子メール zaisei@city.kaizu.lg.jp
　　FAX番号 0584-53-2170

（3） 入札参加資格の確認結果 令和８年４月１６日(木)　午後４時までにFAXにより通知

４.入札方法等

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6） 入札書記載要領 ・落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の１００分の１０ に相当する
　額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
　り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に
　係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
　１１０分の１００に相当する金額で入札すること。

（7） 入札の辞退 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札日の前日正午までに辞退届を
提出すること。

（8） 入札の無効に関する事項 海津市契約規則第１４条に該当する場合は、無効とする。

（9） 落札者決定 ・予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とする。
・落札候補者となるべき同価格の入札をした者が、２者以上ある場合は、
　くじにより落札候補者を決定する。
※ホームページにて、入札書、委任状等の様式あり。

５.その他

海津市が行う契約からの暴力団等排除に関する措置要綱に基づく排除措置を受けていないこと。

岐阜県、愛知県、三重県内の地方公共団体において、同種業務（庶務管理システム）の導入実績があり、過
去３年以内にその導入システムの保守・運用サポート契約を実施していること。（入札参加申請時に、システム
導入時の契約書及び過去３年以内の保守・運用サポートの契約書の写しを提出すること。）

入札方法　紙入札による一般競争入札(様式第1号)

郵送による入札は認めないものとする。

代理人が入札する場合は、入札時に委任状を提出しなければならない。

最低制限価格　無

入札保証金及び契約保証金
　①入札保証金　免除
　②契約保証金　免除

この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、海津市契約規則等の定めるところに
よる。

プライバシーマーク又はＩＳＭＳを取得していること。（入札参加申請時に証明する資料を提出すること。）

　公告日における令和７年度の海津市入札参加資格の認定において、次の各号のいずれにも該当する者。ただ
し、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者及び公告日から落札決定の日までにおいて、海津市から
受けた入札参加資格停止処分期間を経過しない者を除く。

入札参加資格者名簿に、【業種】その他委託業務　　【種目】電算業務　として登録されており、営業年数が５
年以上あること。

会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て
がなされていないこと。


